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各指定障害児通所支援事業所運営法人代表者 様 

 （岐阜市所管の施設等は除く。） 

 

岐阜県健康福祉部障害福祉課長 

 

 

障害児通所支援における従たる事業所の設置に係る要件の取扱いについて 

 

 

このことについて、こども家庭庁から別添のとおり事務連絡がありましたので、お知ら

せします。 
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